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資　料

　　　　国立久里浜 養護学校 の 設置過程

一 「実験教育研 究施設 」か ら 「養護学校」へ の 転換一

甲賀　崇史
申 ・安藤　隆男

料

　本研究で は国立久里 浜養護学校の 設置過程 に着目 し、設置形態 の 転換に伴う目的、

対象 、 従事者の 変化 とその 背景 を検討 した 。 同校 は重度 ・重複障害児を
一

時受託 して

実験教育 を実施す る実験教育研 究施設 として構想 されて い た 。 実験教育研 究施設に は

訓練担当職員を配置するなど一
部重症心身障害児施設 と共通す る職種の 配置が 予定 さ

れ て い た 。 設置形態を学校教育法 に定め る学校 と しな い 背景に は、教育内容 ・方法の

制約 と収容の 長期化に よる実験研究の 制限が あ っ た。 しか し、実験教育研究施設案は

受け入れた子 ど もの経済保障 と就学義務の 履行 、 職員の 待遇 の 観点か ら養護学校 とし

て の 設置に改め られ た 。 同校 の 設置過程の 変化は、当時の 特殊教育諸学校や児童福祉

施設を参考に しなが ら 日本の 重度 ・重複障害教育に最善の貢献を し得る機関を設置し

よ うと した結果で あ る と い える 。

キー ・
ワ
ー ド ：重度 ・重複障害　国立久里 浜養護学校 　設置過程

1．は じめに

　特別支援学校で は在籍する児童生徒の 障害の

重度 ・重複化に応 じた教育 の 充実が課題に な っ

て い る 。 義務教育段 階で 特別支援学校 に在籍 し

教育を受ける子 ど もの うち、約半数が重複 障害

学級に在籍 して い る （文部科学省 ［2012］）。 2007

年の 特別支援学校制度の創設は、重複障害児に

対する教育の 充実を目的の
一

つ に して い る。

　 しか し、児童生徒 の 障害の 重度化、重複化へ

の 対応 は近年に固有 の課題 で はない 。 と りわ け

1960年代後半 か ら 1970年代初 頭 は不就学 児問

題や教育権利論の 高揚を背景に して 、 こ れ まで

教 育不可能と され て い た 障害 の 重 い 子 ど もが
一

部 の 学校に 受け入れ られ は じめ て い た （戸 崎

［1984］70−74）o

　当時の特殊教育行政 にお ける政策的対応 の
一

牢

筑波大学大学院教育研 究科
＃

筑波大学人 間系

つ に 国立 久里浜養護学校の 設置が ある。国立久

里浜 養護学校 は 筑波大学 法案 と呼ばれ た 1973

年の 国立学校設置法等 の
一

部改正 と ともに 設置

さ れ、約 31年 間 にわ た り重度 ・重複 障害児 に

対す る教育実践 を行っ た 。

　国立 久里 浜養護学校 を対象 と した先行研 究 と

して は 、 同校の 教育実践の概観 （吉川 匚2009］）

と、保護 者 評価 に 関す る報 告 （吉川 ［2010コ；

［2011］）が ある 。

　 ところ で、国立久里浜養護学校の 設置 は学校

教育の 義務制が実施 され る前で あ っ た ため 、 必

ず しも設置形 態 を学校 教育 法第一条 に定め る

「学校」 とす る必 要が なか っ た 。 義務教育段 階

にある障害の 重 い 子 どもが 生活する場 も学校、

施設 、 在宅 など多様で あ っ た 。 国立 久里浜養護

学校の 設置 にお い て は、い か なる設置形態で ど

の よ うな 目標、対象、従事者を設定する の が望

まし い の か が問題 に な っ て い たの で ある 。

　国立 久里 浜養護学校の 設置に関す る主な資料
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と して は 「特殊教育総合研 究所及 び 国立久里浜

養護学校の 施設設備 を中心 と した 創設の 記録

（国立 特殊教育総 合研 究所 ［1975］）」 と 「国立

久里浜養護学校 生誕 の 記録 （国立 久里浜養護学

校 ［1976］）」が ある 。 しか しなが ら、国立久里

浜養護学校 の 設置構想 の 萌芽か ら設置 を経 て 開

校に至る まで の過程に つ い て縦断的に検討した

資料 は認 め られ ない
。

　 そこで本研究 で は 、 国立 久里浜養護学校の 設

置関係者が 、
い かなる理由で ど の よ うな学校 あ

る い は施設 を設置 し よ うと考えた の か を明らか

に する こ とを 目的 として、同校の 設置の 過程と

そ の 背景を検討する 。

　 2 ．検討時期 と資料

　検討時期 は 、 国会で 国立特殊教育総合研 究所

の 設置に 関する議論が なさ れ て い た 1967年か

ら 、 国立 久里 浜 養護学校 が 開校 した 1973年 11

月まで とする 。

　検討資料 の 抽出 の 範囲 と基準 として は、上述

の 国立特殊教育総合研究所 （1975）と国立久里

浜養護学校 （1976）を中心 と して 、 その 他 国立

久里浜養護学校が発刊 した資料 、 当時の 職 員が

執筆 した資料 、 文部省の 報告等 、 国会議事録の

うち、同校の 設置過程が 記述 され た もの とす る。

　なお本研 究は現在で は使用 され ない 精神薄弱

など を歴史的用語 と して用 い る 。

皿．研究の 方法

　 1 ．分析の 方法

　本研究の 課題 を検討す るため の 具体的な観点

と して 、設置形態、目的、対象、従事者を設定

す る 。 設置形態の 時系列的な変化 とこれ に伴 う

設置 目的、対象、従事者の 変化 と背景 に つ い て

検討す る 。 それぞれの 時期に構想 されて い た指

導内容や 方法に つ い て も可 能 な限 り言及す る。

　加えて 同時期における文教行政お よび厚生行

政 の 重度障害児者 に関す る制度上の 規定を対照

させ なが ら検討す る 。 具体的に は、特殊教 育諸

学校にお ける重複障害者等に関す る処遇 と重症

心 身障害児施設に 関する 処遇に 着 目し、設置 目

的、対象、従事者の 観点 か ら比較検討 する 。 当

時の 養護学校や児童福祉施設の 制度 を国立久里

浜養 護学校 と比較す る 理 由は 、 同校 の 設置 に

あ っ て は既 に重度障害児を受 け入れ て い た
一

部

の 学校 や 福祉 施設 を参考に し て い た はず で あ

り、設置の ため の 法的根拠も既存の 学校や児童

福祉施設を定めた 法令に則 っ て 吟味 された と考

え られ るか らで あ る。 特 に重症心身障害児施設

は重度 ・重複障害児に近 い 実態の 教育対象 を収

容 し て い た だけで な く、施設長が 同校の 設置 に

関す る協力 者会議 （詳細 は後述す る）に出席 し

て い た点 にお い て 強 い 関連 が あ る と考え られ

る 。

皿．「実験教育研 究施設」の構想

　は じめ に 国立久里 浜養護学校 の 変化の 概要 に

つ い て 分析の 観点ご とに整理 し Table　1 に示 し

た 。 本稿 で は Table 　1に 沿 っ て 論 を進 め る もの

とす る 。

　 1．調査協力者会議の発足 と附属学校の提案

　 1967年 （昭和 42）の 衆議 院文教委員会 で は 、

特殊教育の 対象の 量 的 、 質的拡大に対応する た

め の 施策とし て 、 科学的な研究 を行 う国家的な

総合研 究機 関の 設置 に つ い て検 討され て い た

（衆議院文教委員会 匚1967］13号 ；19号）。 総合

研究 機関 の必 要性 は以 前か ら指摘 さ れ て い た

が 、1966年 （昭和 41）の 予算委員会で 翌年の 予

算 に総合研究機関の 設置に 関す る 調査費が計上

され た こ とで 、よ り具体的な構想が検討 されて

い た 。

　 文部省 は 、 総合研 究機関の 設置 に関す る会議

開催費 と して 文部事務次官決裁の 「特殊教育の

総合的研究調査 の 実施に つ い て」を得て、1967

年 （昭和 42）の 7 月に特殊教育総合研究調査協

力者会議 （以下、調査協力者会議 とす る）を発

足 させ た 。 調査協力者会議 の協力者は西谷三 四

郎 （東京教育大学）や 三木安正 （東京大学）など

大学教員、小池文英 （整肢療 護園）や 小林提樹

（島田療育園）な ど福祉 施設 の 施設 長、小杉 長

平 （青鳥養護学校）や 中林左 近 （大阪府立盲学

校）など特殊教育諸学校の 学校長 、 新聞論説委
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国立 久里 浜 養護学 校 の 設 置 過 程

丁able 　1　 設置過程 の 概要

該当時期 名 称 目的 対 象 〔障害 樹 対象 〔年 齢1

　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　盲
．
聾唖 ，

　 　　 　 　　 　　 　 既 存 の 特殊教 育
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　盲精 薄，
　 　　 　 　　 　　 　 諸学校 等に研究
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　聾情 薄 ，
　 　　 　 　　 　　 　 の 場 を得 られ な
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　脳 性ま ひ，
附 属実験 教育施設 　　 い 重度 ・重 複 障
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　精薄，
　 　　 　 　　 　　 　 害の 分野 に つ い

　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　情緒障害
　 　　 　 　　 　　 　 て実験教育 を行
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　な どの お よ そ 6種
　 　　 　 　　 　　 　 う
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　類

対 象（措 置〕

196ア年
6月30日一

従事者

幼児段階 〔5歳以 卜
．
），

小 学校 低学年段 階

〔6歳一8歳），
小 学校 高学 年〔9歳一
ll歳），中学 校段階

〔12歳一14歳），高等学

校段階 〔15歳一17歳1
の お よそ5段階

現 に特殊教育諸学校で 教

育を受け て い る者の うち

最 も重 い 程度の もの 。た

だ L 。教 育技 術開 発の た

め研究上 必要 があ る場合

は，軽度，中 度の 障害者

をも対象とする

研究員と教育職員。
教育職員は ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ーと訓練担

当職員で ある 。訓

練担当職員とは感
覚訓練 ，聴 能 訓練 ，
言語訓 練 ，機能 訓

練 ，職 能訓 練，心

理治療を担当す る

者

1973年

9月29H

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 自
’・精 神 薄弱扇，

　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　聾 ・精神薄5珪，
　　 　　 　　 　 　　 国立特殊教育総
　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　盲 ・聾 ・精神薄
国立 久里 浜養護学校　　合研 究所 と の 相
　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　弱，
　　 （設置段階｝　 　 互 協力の b

．
に 教

　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　重度精神薄弱，
　　 　　 　　 　 　　 育を行う
　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　重度肢 体不 自由．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　重 度情 緒障 害

幼稚段階（5歳以

下，小学校低学年

段 階（6歳＿8歳）

各障害の程度に つ い て

は，確 た る基 準を 定め る

い 至 っ て い な い 。した

が っ て 「盲 」 や 「聾 」を

「弱視」や 「難聴」 とす
る場合 もあり，　 「重度」
の 基準に つ い て も特段の

定め をして い ない が常時

医療 を必要とする者に つ

い ては ，現 在 の 医療 体制

か らみ て受 け入 れが 園難

で ある こ と

校長，教頭 ，教諭，
養護教諭，寄宿舎

指導員，事務職員，
技術職員

1973年
11月 16口＿

国立 久里 浜養護 学校

　 〔開校 段階 ）

い まだ教 育方法
が明 らかに され

て い な い い わゆ

る重 度 ・重 複障

害児 を入 学 させ ，
国 立特 殊 教 育総

合研究所 との 相
互 協力の もとに

教育を行う

盲
・
精神薄弱 （6），

聾
・
精神薄葺葺〔4），

盲 ・聾 ・積神 薄 弱

〔D ，．重 度精神 薄弱

〔12〕、．重度肢 体不

白由く6），重壌：情緒障

割 2｝

3歳 C3），4歳 〔5），5歳
（8〕，6歳 （10｝，7歳
（3），8歳 〔1〕

幼稚 部段 階 ：在 宅 （7），訓
練会 ・施設通院〔7｝．特殊

学校幼稚 部  ，幼稚園通

園 〔o〕

小学 部段 階 ：就学 猶予

（8｝，就学免除Cl〕，免除猶

予不明 （D ，特 殊学 校 通学

〔1｝，小学 校通 学 〔3〕

校 長〔1〕，教頭 〔D ，
亊務

．
長（1｝，教諭

q5），養護教 諭（D ，
寮母 〔3），事職員（3｝

括弧内 は 人数．
国立学校設置法〔1973）

学校 〔1976），p．23．32，en
国立久 里浜養護学校 （1974a｝、p．1，3 ；国 立久 里浜養護

文部省 〔1970）：文部 ．省0973）よ F｝作成．

員、各種研究所所長 、 ならびに大阪市教育委員

会指導主事な ど28名 （註 1）で あ っ た （文部省

［1967a］）o

　調査協力者会議は翌 1968年 （昭和 43）度以降

も継続 して 実施 され、研究機関の 必 要性 と設置

の 方式 、 機能 、 組織 ・編成 、 施設 ・設備が 検討

された 。 同会議の 中で 議長 で あ っ た辻村泰男 （お

茶の 水女子大学）か ら、大学 の 医学部に 附属病

院が 不可欠で ある と考え られて い る の と同様 に

教育研究所 に も学校 を置 くこ とが 不可 欠で あ る

との 提案 があ っ た （国立 久里浜養護学校 匚1978］

1）。 こ の 発 言が協力者 の 大 方の 賛成を得る こ

と に な り、 後の 国立久里 浜養護学校が 開校 され

る こ とに な っ た 。

　 こ う して国立久里浜養護学校 は 、 後に国立特

殊教育総合研究所 として設置され る特殊教育総

合研 究機 関の
一

部 と し て提案 され た の で あ る 。

　 2 ．「実験教育研究施設」構想の発足

　調査協力者会議 は 、 1968年 （昭和 43）の 8 月

に特殊教育総合研究機関の 設置に関する結論を

報告 した 。 報告で は研究所が学校教育の 実践に

結び つ い た実際的研究を行うこ と、既設の 学校、

福祉施設 または 医療施設等で は実験研究の 場が

得 られない 重度 ・重複障害児等の 教育研究の 場

として 「実験教育研 究施設」 を付設する こ とが

明記 された （文部省 ［1968］）（註 2）。調査協力

者会議は特殊教育総合研究機 関の 目的を学校教

育へ の 貢献 としなが らも、敢 えて 設置形態 は学

校教育法第
一

条に規定する 「学校」とは しない

結論 を出 した とい える。

　それで は 、 調査協力者会議が 特殊教育総合研

究機関の 教育研究の 場 を 「学校」と しなか っ た

背景に は い か なる事情が あ っ た の だ ろ うか 。

　第
一

に 、 教育内容 ・方法が制限 され る こ とへ

の 懸念 が あ っ た （国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所

［1975］10）。
こ の 時期 の 養護学校は 1962（昭和

37）年通達の 学習指導要領に 定め られた教育活

動が行わ れ て い たが 、例 えば肢体不 自由養護学

校 の 教 育対象 は IQ45 以下の 児童等に つ い て は

原則 として教育の 対 象 と しない など 、 障害が 重
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い 者 は就学免除 ・猶予の 措置 をとる こ とを前提

に し て 教 育 内 容 が 示 さ れ て い た （文 部省

匚1967b］11）。重複障害者に適切 な 教育を行 う

ため の 弾力的な教育課程の 編成が用意 されて い

ない た め 、 教育内容 ・方法に 制限が ある と判断

された とい える 。

　第二 に、学校 として しまうと一度入学した児

童等が 研究所の 実験研 究面 で の 必 要性 が な く

な っ た 後にお い て もその まま在学 を続 け 、 実験

研究 に支障を与 えるおそれが あ っ た （国立特殊

教育総合研究所 ［1975］10）。 実験教育研究施設

の 役割は あ くまで 重度・重複障害児に対す る「
一

時的 受託 研 究 （特 殊 教 育 総 合 研 究所 ［1975］

78−1）」で あ り、適切 な方法が 開発 され しだ い

退所 させ る予定で あ っ た 。

　以 上 の 理 由か ら、後 の 国立久里 浜養護学校 は

開校の 約 1 年前 まで 学校 とは異なる 「実験教育

研究施設」 として構想 され て い た 。

　 3．「実験教育研 究施設」の概要

　 （1）「実験 教育研究施設」の 目的 、 対象、従

　　事者

　「実験教育研究施設」が 具体的に い か なる 目

的を掲 げ 、 ど の よ うな対象の 収容と従事者を配

置する予定で あ っ たの か を検討する 。

　特殊教育課は調査協力者会議の 報告 に基づ い

て 1969年 （昭和 44）の 予算 を編成 し、同年の 4

月に特殊教育 総合研究 所設置準備協力者会議

（以 下、準備協力者会 議 とす る）を発足 させ た 。

準備協力者会議の 協力者は 議長の 梅津八 三 （元

東京大学）などの 大学教 員 と盲 ・聾 ・養護学校

お よび小学校の 学校長、障害児者施設の 施設長 、

行政 担当者、な らびに施設 を建て るため の 建築

関係 の 有識者で あっ た （文部省 ［1969］）。 準備

協力者会議で は研究所 の 実施体制や大学等研究

機関 との 連携方法 、 研究成果 の 教育現場の 普及

と教職員研修の あ り方、研究情報の 管理 とその

運用方法、 施設の 種類 ・配置 、 規模 ・面積 、 建

物の 構造、設備 の 種類が検討され、1970年 （昭

和 45）3 月に結論が報告され た 。

　 Table　lの 上段は 「実験教 育研究施設」 の概要

を目的 、 対象 、 従事者の 観点か ら整理 した もの

で あ る 。

　同報告で まず着 日で きる箇所は 、 収容対象の

障害の 程度で ある 。 「実験教育研究施設 」の 対

象は特殊教育諸学校で 教育 を受けて い る者で あ

り、就学免 除 ・猶予が 適用 され て い る子 ど もは

収容 の 対象 に ならなか っ た 。 また研究上必要が

あ る場合 は軽度ある い は中度の 障害者をも収容

の 対象 とされた 。 重 度 ・重複障害児に対する実

験教 育を 目的 としなが らも 、 最 も障害が重 い 子

どもの収容は想定して い なか っ た の で ある 。

　就 学免除 ・猶予が適用 されて い た障害が重 い

子 どもを収容 の 対象と しなか っ た背景には、少

な くとも実験教育研 究施設の 母体とし て 構想 さ

れて い た特殊教育総合研究機関の 目的が 関係 し

て い た と思わ れる 。 当時の 特殊教育総合研究機

関 （註 3）に おける 目的の 一一つ は、教育可能な

重複障害児と教育不可能 な重複障害児 の 判断に

関す る科学的 な根拠 を示す こ とで あ り、実験教

育研 究施設 は どの 程度の 障害まで教育可能で あ

るか を検証す る場 と して 機能す る こ とが期待さ

れ て い た （衆議 院文教委員会 ［1969］9 号 ；参議

院文教 委員会 ［1969］10号）。 教 育可 能性の 判

断基準を明確に定め る こ と で 、就学免除 ・猶予

の 措置 を受けて い る子 ど もか ら教育可能な者を

ピ ッ ク ア ッ プ で きる と考 えられ て い た の で あ る

（坂 田 匚1969］17号）。 こ の ような事情が あ っ て、

就学免 除 、 猶予が適用 され た重 い 障害が ある子

どもは 収容の 対象か ら外 され て い た 。

　教育対象の 障害の 種類 は、障害の 組み合わせ

ご と に 分類 した 6種類 が 設定され た 。 「実験 教

育研究施設」が 特殊教育総合研 究機関の 研究部

門に付属 して 設ける予定で あ っ たため （文部省

［1968］）、 施設の 教 育対 象 も研 究部門 に対応 さ

せ て 併せ 持つ 障害の 種類 に分けて 受け入れ る予

定で あ っ た と い える 。

　 また収容対象の 年齢 は義務教育段階に加えて

幼児部段階 と高等部段階 も予定 して い た 。 すな

わ ち特殊教育諸学校にあ るすべ て の 年齢段 階の

子 どもを受け入れ る予定で あ っ た 。 実験教育研

究施設 で は様 々 な年齢の 実験教育を行 う予 定で

あ っ た とい える 。
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国立 久里 浜養護学校 の 設置過程

　従事者は研究員と教育職員の 2 つ の 職種に大

別 され 、 実験教育を担 当す る教育職員 に つ い て

はケース ワ
ーカーと訓練担 当職員の 2種 が配置

され る予定であ っ た 。

　訓練担当職員とは具体的に感覚訓練、聴能訓

練、言語訓練、機能訓練、職能訓練、心理治療

を担 当す る職員で あ っ た （国立特殊教育総合研

究所 ［1975］49）。 なお、1970年 3 月 に は 職種

毎の 人数が示 される とと もに 、 実験教育を担当

する職員が教育職員 と訓練 ・心理担当職 員の 2

種類に まとめ られ、両者とも研究職 に
一

括 され

た 。

　（2） 「実験教育研究施設」の 実施方法

　実施方法は 、 障害の 種類 、 程度 、 年齢等 を勘

案 して、2−3人 また は 4−6人程度の グ ル ープ （ク

ラ ス ）を編成し 、 個別指導お よ び集団指導を併

用 し て 行 う予定で あ っ た （文部省 ［1970］）。ま

た、収容期 間に つ い て は 1−2 年程度 とす るが 、

必要 に応 じて 期間の 延長を考慮する とされ、収

容期間満了後は、指導の 経過、今後の 指導方法

等を明 らか に して 、 関係の 学校 、 施設へ と帰す

もの とす る こ とが 明記 された 。

N ．「実験教育研究施設」案の 「養護学校」案

　 へ の転換

　「実験教 育研 究施設」案は 、 設置の 直前に し

て 養護学校に設置形態 を転換す るこ とに なる 。

本節で は施設か ら学校 へ の 転換に至る過程 とそ

の 背景に つ い て 整理する 。

　 1 ．実験教育研 究施設の 附属養護学校 へ の転

　　換

　文部省 は 第 65回国会通常 国会に 「文部省設

置法の
一

部を改正する法律案」 を提 出 した 。 参

議院内閣委員会に よ る 附帯決議の 結果原案どお

り可決成立 し、1971年 （昭和 46）の 10月 1 日に

国立特殊教育総合研究所が設置 された 。 国立特

殊教育総合研究所の 設 置 と並行 して 、寄宿 舎お

よ び母子宿 舎 の 設 置運営 に 5 億 4 百 90万 円 が

計上 され、同年の 9 月か ら実験教育研究施設の

建設工事が着工 された （文部省 ［1972］20）。

　研究所 の 所内 に は 1972年 （昭和 47）4 月か ら

松原隆三 （精神薄弱教育研究部長）を委員長と

す る附属実験教育施 設準備委員会が 設置 され 、

施設設備の 最終的 な検討が行わ れて い た （国立

久里浜養護学校 ［1976］14）。 と こ ろが、1972（昭

和 47）5 月頃に準備室内で 設置形態 の 在 り方が

問題 に な り、8 月頃に は次の 理 由か らこれ まで

構想 されて きた 附属実験教育研究施設案 を改 め

て特殊教育研 究所 に附属す る学校 として設置す

る必 要性 が 高 ま っ た （国立 久里 浜養護学校

匚1976］4）。

　第
一

に 、 学校教育法第
一

条に 定め る 「学校」

とすれば、受け入れる 子 どもの 就学義務の 保障

を実現す る こ とがで きた 。 1974（昭和 49）年 に

は東京都教育委員会が都立特殊教育諸学校の 全

員入学許可の 方針 を発表する な ど 、 養護学校 の

義務制実施に 向けた動 きが 活発で あ っ た 。これ

らの 動 きを鑑 みて 、短期 間の 受け入れ を想定 し

た として も就学義務の 保障が重要 と判断 された

とい える 。

　第二 に、学校 とすれば就学奨励法や 学校安全

会法の 適用 な ど幼児 児童の 経 済保 障が 可能 に

な っ た 。 特に寄宿舎制 を前提 と して い た同校に

とっ て は重要 であ っ たとい える 。

　そ して第三 に、必要な職員を確保 しや すい こ

とが あ っ た。 正規の 「学校」 とすれば従事者 は

正式の 教職 と して調整手 当等が つ くな ど 、 職員

の 待遇面 にお い て特典が ある と考え られ て い た

（岩間 ［1973］17号）

　こ うして、附属実験教育研究施設 と して の 構

想は、特殊教育総合研究所 に附属する養護学校

と して の 設置形態に するべ きで ある とい う見解

を強め て い っ た 。

　 2 ．附属養護学校の単独設置養護学校 へ の 転

　　換

　設置形態の検討を進 める うちに 、 附属養護学

校案は会計法上 の都合で さ らに
一転 し、 国立 特

殊教育総合研究所か ら切 り離され た単独 設置の

養護学校 にす る べ きで ある との 考えが示 された

（国立 久里 浜養護学校 ［1976］4）。 すなわち、制

度上は
一般会計 に属す る研 究所母体が 、特別会

計に属す る学校 を附属 させ る こ とは困難で あ っ
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た 。 国立大学等に附属 させ る ことにな っ て い る

養護学校 を例外 的に研究所に 附属 させ る 提案 も

あ っ たが 、 その 場合は学校教育法 における正規

の 「学校」で は な く 「各種学校」の 扱 い とな り、

また就学期間を通算す るため の 認定制度 の 新設

に関する問題 も生 じた （国立特殊教育総含研究

所 ［1975］10）。

　こ の よ うに 、 研 究所内の 附属実験教育施設準

備委員会で は実験教育研究施設案か ら附属養護

学校案、さ らに は単独設置の 国立養護学校案 へ

と設置形態 を転換 させ て い っ た 。

　他方、国立特殊教育総合研究所 とは別 の 単独

養護学校 と して の 設置 を避 けて い た こ とに も理

由が あっ た 。 と りわけ実験教育研究施設の 国立

学校 として の 設置に つ い て の 議論が交 わされて

い た 1973年 （昭和 48）5 月の 衆議院文教委員会

で は、仮に単独設置の 養護学校 と して しまうと

研究所の 所長 と養護学校 の校 長が 同じ国立の 機

関の 長 と し て 立場が同等に な り、所長の 下に実

験学施設あるい は養護学校 を置い て
一
体的な研

究を行うと い う目的が 達成で きな くなる との 反

論が あが っ て い た （高橋 ［1973］17号）。 学校は

あ くまで研究所の 指示の 下 で実際的研究を実施

す るべ きで あ り、 両者の タ イア ッ プが 円滑に い

か ない 可能性が指摘 されて い た の で ある 。

　 しか し、職員の 待遇や児童生徒の 扱 い を考慮

す る と単独 の 国立学校 とした方が 大 きい 利益 を

得 られ る と い う理由か ら （岩間 ［1973］17号）、

最終 的に国立特殊教育総合研 究所 とは別機関の

国立久里 浜養護学校 を設置す る とい う結論に達

した 。

　なお単独設置の 際に生 じる問題で あ っ た特殊

教育総合研究所 と養護学校の 関係 に関する課題

に つ い て は 、 研究所の 研究員 と養護学校の 校 長

等 で連絡協議会の ような組織 を設 ける こ とで 研

究 と養護学校の 教育 、 運営 を緊密にする とい う

解決策が示 され て 収束 した （木田 ［1973］17号）。

　 こう して実験 施設 の 構想 は、設置の 目前に独

立の 養護学校 に転換 した 。 各設置形態 の 短所 と

長所を Table　2 に示 した 。

V ．国立久里浜養護学校の 設置 と開校

　国立 久里浜養護学校 は国立学校設置法等の
一

部を改正 す る 法律 に よ っ て 1973年 （昭和 48） 9

月 29 目に 「設 置」 されたが、入学式を挙行 し

て 実際 に子 どもを受け入れ た 「開校」 は同年の

11月16日で あ っ た 。 本 節で は設置 か ら開校 ま

で の 2 か月弱 の 問に、単独設置の 養護学校 とし

て 掲げ られ た 日的 の 下で い か な る職 員 を発令

し、 またどの ように教育対象の 選考が行われた

の か を整理する。設置段階 にお ける国立 久里浜

養護学校の概要を Table　1の 中段 に示 した。

　 1 ．国立久里浜養護学校 の 目的

　設置段 階で は国立特殊教育総合研究所 との 相

互 協力 の 下 に教育を行う養護学校で ある こ とが

示 され た （国立学校設置法 匚1973］）。 開校段 階

で は幼児及び 児童の 全人的発達 を図 り、その 可

能性 を最大限に伸 ばすため に必要な教育を行 う

こ とを目的 とする こ とが学校の 基本運 営方針 と

して示 され た （国立 久里浜養護学校 ［1974a］1）。

　実験教育研究施設 の 段階で 示 され て い た 「実

験教育」 とい う用語は消え 、 研 究による方法の

開発 とい うよ りも児童 を中心 とした教育の 実践

とい う意味合 い が強 くな っ たとい える。

Table　2　各設置形態に お け る 長所 と短所

附属実験教育研 究施設 特 殊教 育総合研究所 に 附属する養護学校 国立久里 浜養護学校

　 　
・学 校教 育法 第 一条 に定め る 「学校」 と して 教

　 　 育内容 ・方法 を拘束 され る こ とが ない
長所
　 　

・
研 究 ヒ必妾 が な くな っ た子 どもが その まま在

　 　 籍 を続けて 実験研究に 支障を 与え る こ とが な い

・保護者の 就学 義務 を履 行 で きる
・
就学奨励 法や 学校 安 全会法 を適用 で きる

・保護者の 就 学義 務 を履行で きる

・就学奨励法や学校安全会法を適用で きる・
施設整備費等を特別会計 と して計上 で き

る

　 　
・保 護 者の 就 学義務を履行で きな い

短所　　 ・就学奨励法や 学校安全会法 を適用 で きな い

　 　 ・必 要 な職 員の 確保 が 圏錐 であ る

・会計 法上 は一般会計に 属す る研 究所 母 体

が 、特別会計に属する 学校を附属させ る こ

とが で きな い

・特殊教 育総 合研究所の 所長 と国立久里 浜

養護学 校 の校 長の 立場が 同等に なり、所長
の指 導下 で研 究所 の 実 際 的研 究 を行わ な く
なる可能性が ある
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　 2．入学者選考 にお ける対象の変化

　国立久里 浜養護学校 は 1973年 10月 1 日に入

学推薦依頼 を都道府県教育委員会お よび 関係機

関に 公示 し、2 次にわ たる選考会議 が実施 され

た （国立久里 浜養護学校 ［1976］32）。 同校が 公

示 した募集要項 は、実験教育研 究施設段 階で 予

定 されて い た対象 と比較する と次の 2 点の 変更

が な され た 。

　第
一

に教育対象の年齢に つ い て 、 実験教育研

究施設段 階で は幼稚部段階か ら高等部段階まで

が予定され て い た が 、 国立久里浜養護学校設置

後で は幼稚部 と小学部の 低学年の みが募集 され

た （註4）。 入学募集を幼稚部と小学部の み に 限

定 した背景に は、少 な くと も親か ら引 き離 して

寄宿舎生活 を送 らせ る こ とに対する懸念が あ っ

た 。 国立 久里 浜養護学校の 初代校 長で ある藤原

正人は、親子分離の 問題がある の で地元の 学校

に で きる だけ受け入れ られ るよ うに して い くこ

と、その ため に 受け入れ た子 どもに処方箋を つ

けて 地元 に帰す努力が 必 要で ある と考 えて い た

（藤原 ［1974a］8−14）。 また、個々 の児童に対す

る教育方法が明確 に な っ た場合や 在学す る こ と

が 本人 に とっ て幸福 と利益 をもた らす もの で は

ない と判断 され た場合は、関係都道府県の 教育

委員会 と協議 して 慎重な善後策を講 じる べ きで

ある と考えて い た （藤原 ［1974bコ82−85）。 幼 い

段階で 親元 を離れ る こ とが必ず しも望 ま し くな

い と考え られ て い た
一方で 、 早期 に教育方法を

開発する こ とが で きれ ばその 後は地域の 学校 で

適切な教育が受 け られる ため 、 幼稚部と小学部

の 低学年に教育対象を限定 して い た と い える 。

教育方法が見つ か り次第地元 に帰すとい う考え

は実験教育研究施設段階における
一

時受託研 究

の 考えを継承 して い る ともい える 。

　第二 に 、 国立 久里 浜養護学校に受け入れ る障

害 の 種 類 と して 、 「脳性 まひ」が 「重 度肢体不

自由」 に改め られ、「精神薄弱」や 「情緒障害」

に 「重度」とい う言葉が加え られ 、 それぞれ 「重

度精神薄弱」、「重度情緒障害」 に改め られ た 。

重度の 障害を もつ 子 どもを受け入れ の 対象に し

て い る こ とをよ り強調 した とい える。

　 3 ．入学志願者と入学者 の実態

　入学者の 定員、入 学志願者の状況お よび入学

者に つ い て 整理 し Table　3 に示 した。

　同校の 入学志願者 は入学定員を 4 倍程度上 回

る 111名で あ っ た 。 入学者定員は障害の 種類毎

に均
一

に割 り振られて い たため倍率 に大 きな差

異が生 じた 。 と りわ け障害の 発生率が低 い 「盲 ・

聾 ・精神薄弱」の 志願者はわずか 1 名であ っ た

の に対 して 、「重度肢体 不 自由」 と 「重度精神

薄弱」の 志願者は極 めて 多 く、 両者の 入学志願

者の 総計 は全志願者の 6割以上 を占め た。「重

度情緒障害」は 2 名 の み を受け入れたため 、最

も倍率が高か っ た。

　障害の 程度は 、 募集段 階では 明確な基準が示

さ れず、「重度llの基準 につ い て も特 に規定が

なか っ た （国立久里浜養護学校 ［1976コ23）。常

時医療を必 要とす る者 は受け入れ 困難で ある こ

とが予 め募集要項に明記 されて い たが 、 全志願

者の うち 「常時医療処置を必要 とした り、 その

Table　3　入 学選考に おける定員、志願者、入学者

重 肢 情 緒　 　　 盲聾精 盲 精 聾 精 重 精 合計

入 学 定員 6 6 6 6 6 6 36

志願者 （A ）　 31（27．9％ ＞　20（180 ％ ＞　 1（09 ％＞　 10（90％）　 8（7．2％）　 41（36．9％）　　 111

入学者 （B ）　 6（20．0％ ）　 2（6．7％ ＞　　1（34％）　 5（16．7％）　 4 〔133 ％）　 12（40％ ）

倍率 （A ！B） 5．］ 10 1 2 2 3．4

30

3．7

括 弧 内 は合 計 に 占め る割合．
国 立 久里 浜養護学校 （1976），p．32，34 よ り作 成．

一 175一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoolatlon 　of 　Dlsablllty 　Solenoes 厂　Japan

甲賀　崇史 ・安藤　隆男

おそれがあ り医療 的要注意の もの 」 ある い はそ

れ に近 い 程度の 者が 3割程度を占め た （国立久

里浜養護学校 ［1976］33）。 選考に よ っ て受け入

れ た子 ど もの 中に は脳波異常に よ る発作の た め

服薬をし て い る者が 8 名 い た が、濃厚な医療的

処置 が必要な子 どもは含 まれなか っ た （国立久

里浜養護学校 ［1976］35−42）。 就学免 除や 猶予

が 適用 され公立の 特殊教育緒学校に入学 で きな

か っ た児童 を受け入れた
一

方で 、 常態的に医療

的ケア が必要 な重度の 障害児 は対象か ら外 した

とい える 。

　 4 ．教員の任命

　国立久里浜養護学校は 1973年 （昭和 48）の 4

月に 設置 され る予 定で あ っ たが 1972年 （昭和

47）12月 まで設置形態の 議論が続 い たた め 、 設

置予 定 の 年度が 始ま っ た後 も国立学校設置法の

改正 を待 つ こ とに なっ た。しか し研究所内で は

既 に学校 として の 設置の 方向性に定ま っ て い た

の で 、 1972年 （昭和 47）2 月に は所 内に養護学

校準備室が 設置され初代校長予定者で あ っ た藤

原正 人企画室長が具体的な開校準備の 事務が 進

め て い た （国立 久里 浜養護学校 ［1976］4）。

　教 員を確保するため には新年度人事が行われ

る 2 月か ら 3月中に地域 を回 っ て 候補者 の 内定

を して お く必要 が あ っ た 。 学校の 設置前 の 段階

で 職員を配置す る こ とはで きない ため 、 研究所

研究員の 未充足 定員 を借 りて 、 小 口勝美 （東京

教育大学 附属大塚養護学校 ）、志村太喜彌 （山

梨県立 盲学校）、大内満 （東京都立 王子養護学校）

らを発令 し法案可 決前の 人材を確保 したが 、 そ

の 他 は各県の 教育委員会の 余剰の 人員 として確

保する こ とに な っ た （藤原 ［1981］143−152）。 国

立 学校の 設置法が 改正 され る前の段階 、 すなわ

ち国会で の 法案可決 と国立久里浜養護学校の 設

置が確定する以前の段階か ら人材の 確保が行わ

れ た と い える。 Table・4 は国立久里浜の 開校 まで

に着任 した教 員であ る 。 前勤務先 は特殊教育諸

学校、小 ・
中学校、福祉施設で あ っ た 。 また教

職 等経験年数 は 初任 か ら 25年 以上 まで と幅広

く、 ど の 教室 も概 ね 10年以上 の 教 職等経験 年

数の あ る教員が主任 と して 配置 された。

　省令の 組織運営規則で 定め られ た 職種は校

長 、 教頭 、 教諭 、 養護教諭 、 寄宿舎指導員、事

務 職員、技術 職 員で あ っ た （文部省 ［1973］）。

実験教育研究施設段階で予定され て い た訓練担

当職員 は配置 されなか っ た 。

V［．重症心身障害児施設 と養護学校との制度比

　較

　重症心身障害児施設お よび養護学校につ い て

定め た法令等を実験教育研究施設および 国立久

里浜養護学校 と対照 させ て 検討する 。 実験教育

研 究施 設は 児童福祉施設 を念頭 に お い た構 想

だ っ たの だろ うか 。 国立久里 浜養護学校 は法的

根拠こ そ 学校教育法 にあ っ たが 、 養護学校教育

の 義務制実施前に 重度 ・重複障害児を受け入れ

Table 　4　開校時 に おけ る教員の所属、教職経験年数 、 前勤務先

所属 教職 等経 験年 数 前 勤 務先 所属　 　　 教職等経験年数 前勤務先

校 長

教頭

教務主事

第3教室主任

第4教室主任

第 1教 室 主 任

第6教室主任

第5教室主任

第3教宰

26年5 ヵ 月

25年11ヵ 月

18年勃 月

23年7 ヵ 月

18年7 ヵ 月

15年7 ヵ 月

15年7 ヵ 月

15年7 ヵ 月

コ1rp7ヵ 月

国立 特殊教育総合研究所

国 立 特 殊教 育 総 合研 究 所

国立特殊教育総合研究所

国立 特殊教育総合研究所

東京教 育大 学 附 属盲 学 校

栃木県南那須町立荒川 中学校

福島県立相馬養護学 校

横浜市立 ろ う学校

福島大学教育学部附属 小 学 校

第2教 室 主任

第6教室

第6教室

第1教室

第5教室

第2教 室

第4教 室

第6教室

養 護教 諭

8年 アヵ 月

4年7 ヵ 月

3年7 ヵ 月

3年7 ヵ 月

0年0 ヵ 月

3年3 ヵ 月

5年7 ヵ 月

1ケ 月

1 ケ 月

青 森県立 弘前養護学校

宮城教育大学教育学部附属養護学校

広島県立福山養護学校

青森県立八 戸養護学校

横浜市お お とり園

国立 特殊教育総合研究所

小 さき花 の 園

神奈川県

横浜市朝倉病院

国 立 久 里浜 養護学校 （1974b ），p6−7 よ り作成．
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た学校 として何 らか の 独 自性は あっ た の だろ う

か 。

当時の 重症心身障害児施設 、 養護学校 、 実験

教育研究施設、国立久里浜養護学校 を目的、対

象、従事者の 観点か ら整理 し Table　5 に示 した 。

1．目的

重症心 身障害児施設の 目的 は 1963年 （昭和

38）通達で 重症心身障害児 を 「施設 に入所 させ

る」こ と、 「医学的管理の 下に適切な療育 を行 う」

生省 ［1963］）。 1967年 （昭和 42）には児童福祉

法の 改正 に伴 い 療育の 具体 的な内容 と して 「治

療及び 日常生活 の 指導」が 目的 と して明記 され

た （児童福祉法 ［1967］）。

実験教 育研 究施設 の 目的 は 「実験教 育」 が、

国立 久里浜養護学校は 「教育」で あ っ た た め 、

重症心身障害児施設の 目的 と実験教育研 究施設

お よび 国立久里浜養護学校 の 目的は異 なっ て い

た 。

こ と、「福祉 を図る こ と」の 3点が示 された （厚

丁able　5　国立久里浜養護学校の 設置過程の 時期にお ける重症心身障害児施設及 び養護学校 との 比較

重 症心身 障害児施 設 附属実 験教 育研究施設 国立 久里 浜養護学校 養 護学校

目的

．．．入所 させ て、こ れ を保護す

る とともに 、治療及び 日常生

活の 指導をする こ とを目的と

す る施設 とする

既存 の 特 殊教 育諸学校 等に

研究の場 を得 られな い 重

度 ・重複障害の 分野につ い

て 実験教育を行う

重度 ・重複障害児 を入学

させ，国立特殊教 育総合

研 究所 との 相互協 力の も

とに教育 を行 う

．幼稚 園、小 学校、中学校又

は 高等学校 に準ずる教育を施

し、あわ せ て そ の 欠陥 を補 う
た め に、必 要 な 知識技能 を 授

け る こ とを 目的 とす る

対象

1 ．高度の 身体障害が あっ て

リ ハ ビ リテ
ー

シ ョ ン が著 しく

困難で あ り、精神薄弱を伴 う

もの 。 た だ し、盲 また は とう

あの み と精 神薄弱 が合併 した

もの を除 く

2 ．重 度の 精神 薄弱が あ っ

て 、家庭 内療育は もと よ り重

度の 精神 薄弱 を収 容す る精 神

薄弱児 施設 にお い て集 団生 活

指 導が不 可欠 と考え られる も

の 。
3 ．リ ハ ビ リテ ーシ ョ ンが 困

難な 身体障害が あ り、家庭 内

療 育 は もと よ り肢体不 自由児

施 設 におい て療育 す るこ とが

不適当と考え られる もの

現に特殊教育諸学校で 教育

を受けてい る者の うち最も

重 い 程度の もの

た だ し t 教育技術開発 の た

め研 究上 必要 が ある 場 合

は，軽 度．中度の 障害 者を

も対象 とす る

各障害 の 程度 につ い て

は，確たる基準を定め る

い 至 っ てい ない

「盲」 や 「聾」 を 「弱

視」や 「難聴」 とす る場

合 もあ り，「重度」の 基

準 につ い て も特段 の 定め

を して い ない が常 時医療

を必要 とする 者 に つ い て

は 、現在 の 医療体 制か ら

み て 受 け 入 れ が 困難で あ

る

白痴、重 症痴愚、重症脳性 ま

ひ、現在進行 中の 精神疾患、
脳疾患その 他こ れ らと同程 度

の 高度の 障害 を有す る か また

は 二 つ 以 上 の 障害を有 し総 合

す るとその 程度が高度になる

もの な ど盲学校、聾学校 また

は 養護学校に お け る教育 に た

える こ とが で きない と 認め ら

れ る者 につ い て は 、そ お 障害

お よ び程 度 に応 じて 就 学の 猶

予 または免除 を考慮す る こ と

従事者

医療法に 規定す る病院 と して

必要な職貝，児童 指導 員，保

母，心理指導を担当する職員

及び理 学療法又 は 作業療法 を

担 当す る職員

・医療 法に規定す る病 院 とし

て 必要 な職員 とは、医 師、看

護師、薬剤師等 を さす
・心理 指導を担当す る職 員 と

は 、児童に 対する 指導を心 理

的観点か ら専門 的に 行う職員

を さす
・理 学療法また は作業療法 を

担 当す る 職員 とは 、理 学療法

等の 機 能訓練 を行 う職 員 を さ

す。理 学療 法士 又は作 業療 法

士 を原 則 とす る が、あ ん摩、
マ ッ サ ージ ．指圧 師等 の 職員

が こ れ を 担当 して もよ い

研究貝 と教育 職貝

・教 育職員 はケ
ース ワ

ー
カーと訓練担 当職員 を さす
・訓練担 当職貝とは感覚訓1
練，聴能訓 練，言語 訓練，
機能訓練，職能訓練，心理

治療 を担当する 者をさ す

校長、教頭、教 諭、養護

教諭、寄宿舎指 導員、事

務職員，技術職 員

校長、教 頭、教 諭、養 護教諭

及 び事務職 員

・た だ し特別 の 事情が ある と

きは事務 職員 を置か ない こ と

が で きる

児童福祉法（1967）；国立久里 浜養護学校 （1974a），pJ，3 ；国立

久里 浜養護学校 （1976）．p、23 ；厚生 省（1963）；厚生 省 （1969a）≡

厚生 省 （1969b）；文部省（］961 ）

よ り作 成．

’
文部省（1962）；文部省（1970）
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　 2 ．職員

　重症心身障害児施設の 職員 は 「医療法に規定

する職員の ほか 、心理判定員、児童指導員、保

母 、 心理療法お よ び家庭指導 （相談事業）を担

当す る 職員」で あ っ た （厚生省 ［1963］）。 また

1969年 （昭和 44）の 5 月には児童福祉施設最低

基準が 改正 され 、 職員に 「理学療法又 は作業療

法 を担当す る職 員」 を配置する こ とが義務付け

られ た （厚生省 匚1969a］）。 8 月に は理学療法 ま

た は作業療法を担 当する職員 とは 「理学療法等

の 機能訓練を行 う職員」で あ り、 理学療法士又

は作業療法士 を原則 とする こ とが 示 され た （厚

生省 ［1969b］）。

　重症心身障害児施設に 「機 能訓練 を担当する

職員」 の 配置が 義務付 け られた 1969年 （昭 和

44）と同年に概要が 示され た実験教育研 究施設

で は、教育職員 と して機能訓練 を含む 「訓練担

当職員」を配置する こ とが構想されて い た 。 し

たが っ て、実験教育研究施設段階 における職員

は、専任 で 訓練 を担当する職員を配置 しよ うと

して い た点 に お い て 、 重症心身障害児施設の 職

種と近 い もの が あ っ た とい える 。

　国立 久里 浜養護学校は基本的に学校教育法に

定め られた職種 と同様で あ っ たが 、教員 とは別

に看護師が常勤で定員化 して い た点 に大 きな違

い が あ っ た 。 こ れは当時の 他の 学校の教貝組織

に はみ られない 試み で あ り、国立久里浜養護学

校の 大 きな特徴 の 1 つ と考 えられ て い た （田原

［1973］68＿69）。

　 3 ．対象

　重症心身障害児施設の 収容対象は制度的に確

立す る前の 段階か ら医学的管理の 下 に行 われ る

こ とが前提 で あ っ た 。 「高度の 身体障害」が あ

り 「重度の 精神 薄弱」がある者で、障害の 程度

に下 限は なか っ た 。

　他方 、 当時の 養護学校 で は 1962年 （昭和 37）

の 学校教育学校法等の
一
部改正 で示 され た就学

基準が適用 されて い た。白痴、重症痴愚、重症

の 脳性小児 まひ な ど養護学校の 教育 にた えるこ

とが で きない と判断 された者 は就学の 免 除また

は猶予が考慮 されて い た （文部省 匚1962］）。

　実験教育研究施設段階で予定されて い た教育

対象は現 に特殊教育諸学校 で教育を受 けて い る

程度の 者で あ っ た こ とか ら、白痴、重 症痴愚、

重症の 脳性小児 まひ の 子 どもの 収容は想定 され

て い な い 。 し か し国立久里 浜養護学校 で は 常時

医療 を必要 とする子 どもを入学対象か ら外 す一

方で 就学免除や猶予 を受 けて い る子 どもを受け

入れ て い た 。 したが っ て、設置か ら開校段階に

お ける教育の 対象 は 、 重症心身障害児施設 と当

時の 養護学校で定め られ て い た基準との 中間程

度 の 障害の 子 どもを入学 させた とい える 。

　以 上 をま とめ る と、実験教育研究施設段 階で

は 目的 を独 自に 「実験教育」 とし、対象は当時

の 養護学校 と同様で あ っ たが 、 職員は重症心 身

障害児施設と一
部共通す る もの が あ っ た 。 また

国立 久里浜養護学校の 設置段 階では 、 目的は学

校教育法に 定め る 「学校」 に準 じて い たが 職員

は看護師を常勤化 して い る点が 独自で あり、対

象 は重症心身障害児施設 と養護学校の 中間程度

の 子 どもを予 定して い た と い える 。

　ただ し、当時は重度 ・重複障害児 に対す る学

校教育と児童福祉施設の 境界 は今 日よ りも緩慢

で あっ た こ とを考慮する必要が ある 。 同校の 設

置 準備が行 わ れて い た 1970年前後は、施設 で

実施 され て い る教育的措置の 実践経験 を尊重 し

て、施設の 処遇を学校教育 と して 認め る べ きと

の 指摘 が あっ た （渡辺 ［1971］99）。 重症心身障

害児施設の 目的で ある治療及 び 日常生活の 指導

を教育と認め る こ とで 、 就学免 除 ・猶予か ら外

す こ とが で きる とす る考 えもあ っ た 。 また不就

学 児 問題 を抱 えて い た文 教行政 にお い て も、

1971年 （昭和 46）の 学習指導要領の 改訂で 「養

護 ・訓練」が新 た な領域 として設定 された こ と

で 、福祉施設や 医療機関に お い て 養護 ・訓練的

な指導をす る こ とが 学校教育 と して 認 め る こ と

が で きる と の 考 えもあ っ た （寒川 ［1971］19）。

特殊教育における就学猶予 ・免 除問題 と福祉施

設 の収容者の 重度化が進行し、なに を もっ て 学

校教育 とする かが が揺れ て い る状況下 にあ っ た

こ とを考慮す る必要が ある とい える 。
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国立 久里 浜養護学校の 設 置過 程

W ．お わ りに

　国立久里浜養護学校は 、 重度 ・重複障害児を

一
時受託 して研究所の各研究部門の 下で実験教

育 を実施 し成 果を検証す る 、 「実験教育研究施

設」 と して構想され て い た 。 障害の 重 い 子 ど も

が制度上 は教育の 対象外で あ っ た当時 、 障害児

者関係の有識者は 「実験教育研究施設」の 目的

を学校教育へ の 貢献と しなが ら も学校教育法に

定める学校 として の 設置形態 を避ける ことで 訓

練担当職員を配置 し、教育内容 ・方法 を制限 さ

れ な い 実験研究の 場 を設け ようと考えて い た 。

　他方、設置の 直前 に 「実験教育研究施設」案

を養護学校の 設置形態 に転換 させ た 背景 には 、

受け入 れ た 子 ど もの 就 学義務 の 履行 と経 済保

障 、 職員に対する待遇へ の 配慮が あ っ た 。 また 、

重度
・重複障害児の 実態 と の 関連で想定 して い

た子 どもよ りも障害が 重 く、肢体不自由と精神

薄弱の ある子 ど もを多 く受け入 れ る こ とにな っ

た。

　国立 久里 浜養護学校 の 設置が検討 され て い た

時期 は、文教行政で養護学校教育の 義務制実施

に向けた整備が 進め られ つ つ ある一方で 、 厚生

行政 で は重症心身障害児施設等の 児童福祉施設

が制度的には確立 して い た。

　同校の 設置過程の 変化 は、両者の 有識者に協

力を求め 、 それ ぞ れ の 制度上 の 規定を参考に し

なが ら、 日本の 重度 ・重複障害教育に最善の 貢

献を し得る機 関を設置 しよ うと した 結果で ある

とい える だ ろ う。

註

1 ）協力者は議長 を除 き 「研究機関部会」 と 「基

本施策部会」の い ずれか に所属 し た 。 「基本施策

部会」は任期 の あ る協力者 もい た た め、実 際 は

　こ れ よ り少 ない 時期 もあ っ た 。

2 ） た だ し1971 年に は 「重度 ・重複 の 障 害児 に つ

い て は国 にお い て 教育を行うこ とが肝要 であ る

か ら…」 とい う表現が使わ れ て い る （初中局特殊

教育課 ［1971］60−65）。

3 ）「特 殊教育総合研究機関」の ほか に 「特殊教育

　（の ）総合セ ン タ
ー
」、「特殊教育総合研究所 （仮）」

　などの 表記があ っ た 。

4 ）開校 直後 か ら中学 部設置 の 問題 につ い て も認

識され て い る （藤原 ［1974a］8−14）。
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                Process of  Setting Up  The National KURIHAMA  School

-Change  from "The  Research Faci]ity for Experimental Education" to "School
 for Handicapped"  -

[[lakashi KOHGA  and  [Ihkao ANDO

 The purposes of  the present study  were  to review  the setting  up  The  National KURIHAMA  School

in terms ofobjective,  children,  and  engaged  person, The National KURIHAMA  School was  desigried

to take in children  with  severe  and  rnultiple handicapped in a short  time, named  
[`Jikken

 Kyoiku

Kenkyu  Shisetsu (The Research Facility for Experimental Education)". This  facility was  similar  to

welfare  intuition for severely-retarded  children  in that staff  trainer. The  reason  for avoiding  School and

setting Research Facility was  the concern  of  resuiction  ofeducational  contents  and  research  owing  to

taking  in children  prolonged. However, 
"Jikken

 Kyoiku Kenkyu Shisetsu'T was  changed  to School for

handicapped fbr a reason  of  secure  learning opportunity  and  expense  of  children  and  working

conditions  of  staffS.  The process of  setting The  National KURIHAMA  School was  result  of  using

schools  for handicapped ancl welfare  intuition as a reference  and  intending to contribute  actively  to

education  for children  with  severe  and  rnultiple  hanclicapped,

Key words:  severe  and  multiple  handicapped, The  National KURIHAMA  School, set  up  school
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